
「観光プロモーションツール(インバウンド向け)の作成事業」業務委託 評価基準 

 

評価項目 評価ポイント 配点 

企 

画 

提 

案 

内 

容 

多言語誘致用パ

ンフレットの作

成 

・翻訳の対応は適切か 

・誘致用パンフレットとして必要十分な名古屋の魅力発信とな 

る情報が掲載されているか 

・見やすく、利用しやすい写真やデザインの提案があるか 

25 

誘致用パンフレ

ット専用サイト

の構築 

・誘致用パンフレット専用サイトとして必要十分な機能・情報 

が備わっているか 

・翻訳の対応は適切か 

・効果的な広告表示機能の提案はあるか 

・その他利用者の利便性向上・名古屋の魅力発信となる効果的 

な提案があるか 

25 

利用促進プロモ

ーション 

・誘致用パンフレット専用サイトの周知・及び利用促進のため 

のSNS広告を活用した効果的な提案がなされているか 
15 

ポスター・バナ

ーの作成 

・誘致用パンフレットと共通したデザイン・イメージのものが 

 提案されているか 
5 

効果測定 
・誘致用パンフレット専用サイトへの効果を測定するため、 

事業効果の検証方法が具体的に提案されているか。 
5 

業 

務 

実 

施 

業務実施体制 
・責任者及び人員等が適切に配され、確実に提案内容を実現 

できる体制となっているか、またスケジュールは適切か 
10 

実績等 ・類似業務の受託実績があるか 10 

見積金額の妥当性 
・経費見積書の経費項目及び金額は、企画提案内容に対応した 

妥当な内容となっているか 
5 

合    計    点 100 

【 提案者の順位の決定方法 】 

１ 評価委員1名あたり100点満点、合計400点満点で、各評価委員の採点の合計点が最も高い者を契約候

補者とする。なお、各評価委員の採点の合計点で240点の点数を最低基準点とし、それ以上の点数を得

た提案者の中から契約候補者を選定する。 

２ 点数が同点、または僅差(3点以内)となった場合は、次の方法により順位を決定する。 

(1) 評価項目のうち「内容」の得点の合計が高い者を上位とする。 

(2) (1)も同点の場合は、「誘致用パンフレット専用サイトの構築」の得点の合計が高い者を上位とする。 

(3) (2)も同点の場合は、再度各評価委員から意見を聴き、委員長が順位を決定する。 

＊採点の基準 

区分 特に優れている 優れている 普通 やや不十分 不十分 

配

点 

5点 5点 4点 3点 2点 1点 

10点 10点 8点 6点 4点 2点 

15点 15点 10点 7点 5点 2点 

20点 20点 15点 10点 7点 3点 

30点 30点 20点 15点 10点 5点 

 


